
特許出願において有利になる実験ノートの書き方 

Manus 

特許出願や知的財産権の保護において、実験ノート（ラボノート）は単なる備忘録
ではなく、発明の成立過程や正当性を証明するための極めて重要な法的証拠資料と
なります。本レポートでは、特許実務の観点から、特許出願時に有利となる実験ノ
ートの具体的な書き方、記載要件、および管理方法について解説します。 
 

1. 実験ノートが特許実務において持つ意義 

実験ノートは、研究者が研究開発活動の内容を自ら整理して記録するものであり、
研究成果を知的財産として最適に保護する際の重要な証拠資料となります [1]。特許
実務において、実験ノートは主に以下の 3つの重要な役割を果たします。 
 

1.1 発明者および共同発明者の特定と貢献度の証明 

特許出願においては、真の発明者が誰であるかを正確に特定することが求められま
す。発明には「着想（Conception）」と「実施化（Reduction to Practice）」の 2段階
がありますが、新しい着想を具体化し、当業者が実施できる段階にした者が発明者
となります。複数の研究者や企業が関わる共同研究の場合、誰がどのアイデアを提
供し、どの実験を担当したかを実験ノートに明確に記録しておくことで、発明への
貢献度を客観的に示し、権利の帰属をめぐる紛争を未然に防ぐことができます [2]。 
 

1.2 先使用権の立証 

日本をはじめとする多くの国では、最初に出願した者に特許権が与えられる「先願
主義」が採用されています。しかし、他者が特許を出願する前から独自に同じ発明
を完成させ、事業の実施またはその準備をしていた場合、「先使用権」が認めら
れ、特許権者の権利行使に対抗できる場合があります [3]。この先使用権を主張する
ためには、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をしたこと」お



よび「その実施の時期」を客観的に証明する必要があり、日付と内容が正確に記録
された実験ノートが強力な証拠となります [4]。 
 

1.3 明細書（実施例）作成の基礎資料 

特許出願の際に提出する明細書には、当業者がその発明を実施できる程度に明確か
つ十分に記載する必要があります（実施可能要件）。実験ノートに実験手順、使用
した試薬や装置の条件、成功例だけでなく失敗例も含めた詳細なデータが記録され
ていれば、特許請求の範囲を裏付ける充実した実施例を効率的かつ正確に作成する
ことができます [2]。 
 

2. 証拠能力を高める実験ノートの形式と要件 

実験ノートを法的に有効な証拠として機能させるためには、改ざんが不可能（また
は改ざんの痕跡が残る）形式であることが不可欠です。 
 

2.1 物理的なノートの選び方 

紙の実験ノートを使用する場合、ページの追加や抜き取りができない「糸綴じ（製
本済み）」のノートを使用することが大原則です [5]。ルーズリーフやリングノート
は、ページの差し替えが容易であるため、証拠能力が著しく低下します。また、各
ページにはあらかじめ連続したページ番号が印刷されているものが推奨されます 

[6]。 
 

2.2 筆記具の指定 

記録には、黒または青のボールペンや万年筆など、消去や改変ができないインクを
使用します [5]。鉛筆や消せるボールペン（フリクションペンなど）の使用は厳禁で
す。実験現場では薬品や水分を扱うことが多いため、耐水性・耐光性のあるインク
を使用することが望ましいとされています [5]。 
 



2.3 電子実験ノート（ELN）の活用 

近年普及が進んでいる電子実験ノート（ELN）を使用する場合、記録の真正性と時
系列を担保する仕組みが必須です。具体的には、記録が作成・更新された日時を客
観的に証明する「タイムスタンプ」機能や、誰が記録・承認したかを示す「電子署
名」、およびデータの修正履歴がすべて残る「監査証跡（オーディットトレイ
ル）」機能が備わっているシステムを利用する必要があります [7]。 
 

3. 特許出願に有利な具体的な書き方 

実験ノートの記載内容は、第三者（特許審査官や裁判官など）が見て、いつ、誰
が、何を行い、どのような結果を得たかが明確に理解・再現できるレベルである必
要があります。 
 

3.1 記録のタイミングと基本事項 

記録は、記憶が鮮明な「実験を行った当日」に、その場で行うことが鉄則です [2]。
各ページには必ず以下の基本事項を記載します。 

• 記録年月日（西暦） 

• 研究プロジェクト名やテーマ 

• 記録者の署名（フルネーム） 
 

3.2 記載すべき具体的内容 

単なる数値データの羅列ではなく、思考のプロセスを含めたトータルな情報を記録
します。 

• 目的と背景: なぜその実験を行うのか、どのような仮説や着想に基づいている
のかを明記します。これが発明の「着想日」の証明につながります [2]。 

• 実験手順と条件: 使用した試薬（メーカー、ロット番号）、装置（型番、設定
条件）、サンプルの前処理方法などを、第三者が追試（再現）できる程度に
詳細に記載します [5]。 



• 結果と生データ: 成功したデータだけでなく、失敗や想定外の結果もすべて記
録します。機器から出力された生データ（チャートや写真など）は、ノート
に直接貼り付けます。 

• 考察と今後の計画: 得られた結果に対する解釈や、次に行うべき実験のアイデ
アを記載します。事実（データ）と推論（アイデア）は明確に区別して書く
ことが重要です [8]。 

 

3.3 改ざんを疑われないためのルール 

法的な証拠能力を維持するためには、後からの加筆や修正が疑われない厳格なルー
ルに従って記入する必要があります。 

• 空白を残さない: ページ内に余白が生じた場合は、斜線（Z線など）を引き、
「以下余白」と記入して、後からの書き込みができないようにします [2]。 

• 修正液は使用しない: 誤記を訂正する場合は、修正液や修正テープは絶対に使
用してはいけません。誤記部分に二重線を引き、元の文字が読める状態にし
た上で、その近くに正しい内容を書き、訂正箇所に訂正者のイニシャル（ま
たは署名）と訂正年月日を記入します [2]。 

• 後日の追記・修正: 過去のページに戻って直接加筆・修正することは厳禁で
す。後日、以前の記録の誤りに気づいた場合は、気づいた当日の新しいペー
ジに「〇年〇月〇日の〇ページの記載を以下の通り訂正する」と理由を添え
て記載します [2]。 

• データの貼り付け: プリントアウトしたデータなどをノートに貼り付ける場合
は、剥がれたり差し替えられたりするのを防ぐため、糊やセロハンテープで
しっかりと固定し、用紙とノートの台紙にまたがるように「割印」または
「署名と日付」を記入します [2]。 

 

4. 第三者による確認（証人署名）の重要性 

特許実務において、実験ノートの証拠力を飛躍的に高めるのが「第三者による確認
（Witness）」です。 
 

記録者本人の署名だけでは、その日付にその記録が存在したことの客観的証明とし
ては弱い場合があります。そのため、記録日ごとに（または定期的に）、その研究



に直接関与していないが技術内容を理解できる第三者（同僚や上司など）にノート
の内容を確認してもらい、「内容を読み、理解した（Read and Understood）」とい
う旨の署名と確認年月日を記入してもらいます [2] [8]。 
 

この第三者の署名があることで、その日付の時点でその発明の着想やデータが確実
に存在していたことの強力な裏付けとなります。 
 

5. 実験ノートの保管と管理 

実験ノートは、企業や大学などの組織に帰属する重要な機密情報（営業秘密）で
す。 
 

• 厳重な保管: 紛失や情報漏洩を防ぐため、施錠できるキャビネット等で厳重に
保管し、持ち出しを制限します [6]。 

• 長期保存: 特許権の存続期間は出願から原則 20年（医薬品などは最長 25年）
です。特許侵害訴訟などの紛争は特許取得から何年も経過した後に発生する
ことが多いため、実験ノートは研究終了後も、関連する特許権が存続してい
る期間（最低でも 10年〜30年程度）は確実に保管し続ける必要があります 

[6]。 
 

まとめ 

特許出願において有利になる実験ノートとは、「いつ」「誰が」「何を」着想し実
施したかが、改ざんの余地のない形で、第三者にも客観的に証明できるノートで
す。日々の研究活動の中で、消えないペンを用い、糸綴じノートに空白を作らず時
系列で詳細に記録し、第三者の確認署名を得るという基本ルールを徹底すること
が、将来の知的財産を強固に守る最大の防御策となります。 
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